
社会福祉法人小祝会  

役員及び評議員の報酬等に関する規程（案） 

 

 

  

（目的） 

第１条 この規程は、定款９条及び第２３条に基づき、社会福祉法人小祝会(以下「法人」

という。) の役員等に対する報酬、交通費及び宿泊費等 (以下、「報酬等」という。)の支

給に関して、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) この規程において役員等とは、理事長、理事、監事、評議員をいう。 

(２) 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるもので

ある。 

(３) 交通費及び宿泊費等は、旅行に必要な運賃、宿泊費の実費弁償費として支払われる

ものである。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 役員等に対する報酬は、無報酬とする。 

    理事長（統括詳細管理）月額１０００００円とする。 

     

 

（旅費の支給） 

第４条 役員等が、理事会、評議員会、に出席したとき、及び監事監査実施した時に出席し

たときは、１回分の交通費を支払う。 

 

    名    称    交  通  費 

   理  事  会 

   評 議 員 会 

   監 事 監 査 

  

  １回    ０円 

 



（出張旅費） 

第５条 役員等が、法人業務の為又は各種研修・研究大会及び視察等のために出張するとき

は、交通費及び宿泊費を下記のとおり支給する。 

   交 通 費    宿 泊 費 

   実   費    実   費 

 

２ 出張旅費については、出張終了後に支払うこととするが、必要により事前に概算額を支

払、出張終了後に精算することができる。 

 

（公 表） 

第６条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報

酬等の支給の基準として公表する。 

 

（改 廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。 

 

附 則 

 

変更 平成２９年６月２７日 

 

この規程は令和３年６月２４日（評議員会の議決日)から施行する。 


